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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
総
合
教
育
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

ろ
う

文
部
科
学
省
の
中
央
教
育
審
議
会
に
お
い
て
は
、
現
在
の
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び
養
護
学
校
の
制
度
を
障
害
種
別
を
超
え
た

学
校
（
以
下
「
特
別
支
援
学
校
（
仮
称
）
」
と
い
う
。
）
の
制
度
と
す
る
こ
と
や
特
別
支
援
学
校
（
仮
称
）
に
係
る
教
員
の
免

許
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
特
別
支
援
学
校
（
仮
称
）
に
係
る
教
員
の
免
許
制
度
の
在

り
方
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
重
度
・
重
複
化
や
多
様
化
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
中
で
、
児
童
生
徒
等
一
人
一
人
に
係
る
教
育
上

の
特
別
な
支
援
の
必
要
性
に
応
じ
て
適
切
な
教
育
を
行
う
こ
と
の
重
要
性
を
踏
ま
え
、
「
特
別
支
援
学
校
教
諭
免
許
状
（
仮

称
）
」
を
創
設
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
そ
の
障
害
の
状
態
に
応
じ
て
、
一
人
一
人
の
能
力
を
最
大
限
に
伸
ば
し
、

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
が
自
立
し
、
社
会
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
力
を
培
う
た
め
、
一
人
一
人
に
係
る
教
育
上
の
特
別
な

支
援
の
必
要
性
に
応
じ
た
適
切
な
教
育
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又

は
盲
学
校
、
聾
学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
へ
の
就
学
に
つ
い
て
は
、
保
護
者
の
意
見
に
留
意
し
つ
つ
、
障
害
の
状
態
を
把
握
し

た
上
で
、
適
切
な
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
市
町
村
教
育
委
員
会
が
総
合
的
に
判
断
す
る
制
度
と
し
て
い
る
。
今
後
、
特
別
支

援
学
校
（
仮
称
）
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
の
就
学
に
係
る
制
度
を
変

一



更
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い
。

二


